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購買理念 

日本化薬グループは、KAYAKU spirit を実現するために、『お取引先は最良の製品づくり

の大切なビジネスパートナー』との考えに立ち、お取引先と相互の持続的な発展を目指し

て参ります。購買活動におきましては、法令や社会規範を遵守すると共に、購買基本方針

に基づき公平・公正で誠実な取引を行ないます。 

 

購買基本方針 

（法令・規範の順守、行動基準との適合性） 

① 日本化薬グループは、購買活動の実施に際し、関連法令や規範を遵守いたします。 

② 日本化薬グループは、購買活動の適格性に関して、日本化薬グループの行動規範であ

る、日本化薬グループ行動憲章・行動基準、グループ行働指針に基づいて判断いたし

ます。 

（門戸の解放、公正・公平な取引、取引の透明性） 

③ 日本化薬グループは、購買活動の執行に際し、国内外のお取引先に広く門戸を開放

し、公正・公平な取引を行います。 

④ 日本化薬グループは、資材業務規程に従い電子的購買システムまたは文書により適正

な手続きにて購買活動の透明性を確保します。 

（お取引先とのパートナーシップ） 

⑤ 日本化薬グループは、お取引先と相互理解と信頼関係に基づくパートナーシップを構

築し、お互いの持続的な発展を目指して参ります。 

（情報の保護） 

⑥ 日本化薬グループは、業務上取得したお取引先に関する情報を適切に保護し、漏洩防

止に努めます。 

（地球環境への配慮） 

⑦ 日本化薬グループは、地球環境に配慮した商品、原材料の調達を推進します。 

（取引先選定に関する基本方針） 

⑧ 日本化薬グループは、品質・価格・納期等の経済性と共に、お取引先の経営基盤、技

術競争力、安定供給力等を考慮して商品・原材料を選定します。 

⑨ 日本化薬グループは、お取引先の選定に際し、法令・規範の遵守、人権の尊重、労働

環境への配慮、防災・安全への取り組み、環境保全への取り組み等 CSR への取り組

みも考慮いたします。 

⑩ 日本化薬グループは、お取引先の選定に際し、サプライヤーの BCP（Business 

Continuity Plan）等のリスク管理体制の有無を考慮いたします。 
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CSR調達ガイドライン 

このガイドラインは、日本化薬グループとそのサプライヤーがともに社会の一員として社

会的責任を果たし、責任ある企業行動を実践していくために取り組むべき事項として定め

たものです。サプライヤーの皆様におかれましては本ガイドラインをご理解賜り、貴社のサ

プライヤーの皆様への展開も含め、サプライチェーン全体で CSR 活動を推進し、持続可能

な社会の実現に向け、私たちとともに本ガイドラインに沿った取り組みを進めていただき

ますようお願い申し上げます。 

 

 

第 1部 行動規範 

1 コンプライアンス 

1.1 競争制限的行為の禁止 

公正・透明・自由な競争を阻害する行為を行わない。 

 

1.2 優越的地位の濫用の禁止 

優越的地位を濫用することにより、サプライヤーに不利益を与える行為を行わない。 

 

1.3 腐敗防止 

あらゆる種類の腐敗行為（汚職、贈収賄、恐喝、および横領など）を行わない。 

 

1.4 不適切な利益供与および受領の禁止 

ステークホルダーとの関係において不適切な利益の供与や受領を行わない。 

 

1.5 知的財産の尊重 

他者の知的財産権を侵害しない。 

 

1.6 不正行為の予防・早期発見 

不正行為を予防するための活動を行い、また早期に発見し対応するための制度を整える。 

 

1.7個人情報の漏洩防止 

顧客・第三者・自社従業員など全ての個人情報について、関連する法規制を遵守し適切に管

理・保護する。 

 

1.8適切な輸出入管理 

法令等で規制される技術や物品の輸出入に関して、明確な管理体制を整備して適切な輸出

手続きを行う。 
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1.9顧客・第三者の機密情報の漏洩防止 

顧客や第三者から受領した機密情報を適切に管理・保護する。 

 

1.10責任ある鉱物調達  

製造している製品に、人権や環境等の社会問題を引き起こす原因となりうる鉱物を使用し

ない。 

 

 

2 人権と労働 

2.1 非人道的な扱いの禁止 

従業員の人権を尊重し、虐待や各種ハラスメント（嫌がらせ）をはじめとする過酷で非人道

的な扱いを禁止する。また、労働に従事するうえで必要な、個人的な所有物や貴重品を保管

できる設備、および適切に出入りできる十分な広さの個人スペースを確保する。 

 

2.2 差別の禁止 

差別およびハラスメントをなくし、従業員からの宗教上の慣習に関わる要望に対して、適切

な範囲で配慮する。 

 

2.3 労働時間 

法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理する。 

 

2.4 従業員の団結権 

労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権を尊重する。 

 

2.5 強制的な労働の禁止 

すべての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な労働を行わせない。 

 

2.6 児童労働の禁止 

最低就業年齢に満たない児童を雇用しない。また、18 歳未満の若年従業員を夜勤や残業

など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させない。 

 

2.7 労働災害・労働疾病 

労働災害および労働疾病の状況を把握し、また適切な対策を講じる。 

 

2.8 身体的負荷のかかる作業への配慮 

身体的に負荷のかかる作業を特定のうえ災害・疾病に繋がらぬよう適切に管理する。 

 

2.9 適切な賃金 

従業員に少なくとも法定最低賃金を支払い、また不当な賃金減額を行わない。 
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3 安全衛生 

3.1 緊急時の対応 

生命・身体の安全を守るため、発生しうる災害・事故などを想定のうえ、緊急時の対応策を

準備し、また職場内に周知徹底する。 

 

3.2 施設の安全衛生 

従業員の生活のために提供される施設(寮・食堂・トイレなど)の安全衛生を適切に確保する。 

 

3.3 機械装置の安全対策 

自社で使用する機械装置類に適切な安全対策を講じる。 

 

3.4 職場の安全 

職場の安全に対するリスクを評価し、また適切な設計や技術・管理手段をもって安全を確保

する。特に妊娠中および授乳期間中の女性従業員への合理的な配慮を行う。 

 

3.5 職場の衛生 

職場において人体に有害な生物や化学物質および騒音や悪臭などに接する状況を把握し、

適切な対策を講じる。 

 

3.6 従業員の健康管理 

全ての従業員に対し、適切な健康管理を行う。 

 

3.7安全衛生のコミュニケーション 

従業員が被る可能性のある職務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報の教育・訓練

を従業員が理解できる言葉・方法で提供する。また、従業員から安全に関わる意見をフィー

ドバックする体制を構築する。 

 

 

4 環境 

4.1 環境マネジメントシステム 

環境マネジメントシステムを構築し運用する。 

 

4.2 化学物質管理 

法規制を遵守し、人体や環境に対して危険をもたらす化学物質およびその他の物質は、特定、

表示、および管理を行い、安全な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、

および廃棄が確実に実施されるよう管理する。 

 

4.3 環境許可証／行政認可 

所在国の法令等に従い、必要とされる場合は行政からの許認可を受け、また必ず要求された

管理報告を行政に提出する。 
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4.4 環境への影響の最小化(排水・汚泥・排気など) 

排水・汚泥・排気などに関する所在国の法令等を遵守し、また必要に応じて自主規準をもっ

て更なる改善をする。 

 

4.5 資源の有効活用と廃棄物管理 

法規制を遵守し、適切な管理を行うことにより、リデュース（削減）、リユース（再利用）、

リサイクル（再資源化）を推進し、資源の有効活用を図り、廃棄物の発生を最低限に抑える

よう努める。 

 

4.6 環境保全への取り組み状況の開示 

環境活動の成果について、必要に応じ開示する。 

 

4.7 エネルギー消費および温室効果ガスの排出削減  

エネルギー効率改善に努め、エネルギー消費量および温室効果ガス排出量の継続的削減活

動に取り組む。 

 

 

5 品質・製品の安全性 

5.1 製品安全性の確保 

自社の責任で製品設計を行う場合、製品が各国の法令等で定める安全基準を満足する。 

 

5.2 品質マネジメントシステム 

品質マネジメントシステムを構築し運用する。また製品・サービスの品質に関して適用され

る、すべての法規制を遵守するのみならず、自らの品質基準、顧客要求事項を遵守する。 

 

5.3 製品に含有する化学物質の管理 

全ての製品に対して、製造/輸入/使用する国・地域の法令等で指定された化学物質を管理す

る。 

 

5.4 正確な製品・サービス情報の提供 

消費者や顧客に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供する。 

 

 

6 情報セキュリティ 

6.1 コンピュータ・ネットワークの脅威に対する防御 

コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、自社および他者に被害を与

えないように管理する。 
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7 ＢＣＰ 

7.1 大規模災害への対策 

事業継続を阻害するリスクを特定・評価し、事業継続計画（BCP）マニュアルを作成する。 

 

8 情報開示 

8.1 ステークホルダーへの情報の開示 

法令等で公開を義務付けられているか否かを問わず、ステークホルダーに対して積極的に

情報提供・開示を行う。 

 

9 社会貢献 

9.1 社会・地域への貢献 

国際社会・地域社会の発展に貢献できる活動を自主的に行う。 

 

 

 

第２部 管理体制の構築 

１ マネジメントシステムの構築 

行動規範の遵守を実現するために、マネジメントシステムを構築する。 

 

２ サプライヤーの管理 

行動規範の要求事項をサプライヤーに伝達し、サプライヤーの規範の遵守を監視するプロ

セスを構築する。 

 

３ 苦情処理メカニズムの整備 

自社およびサプライチェーンの不正行為を予防するため、労働者やサプライヤーなどを含

むステークホルダーが利用可能な苦情処理メカニズムを構築する。 

 

４ 取り組み状況の開示 

本ガイドラインに対する取り組み、および関連する法規制に基づく情報開示を行う。 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

本ガイドラインの策定にあたり、以下の資料を参考にして作成しました。 

・責任ある企業行動ガイドラインVer.1.0（2020年3月） 

（JEITA：一般社団法人電子情報技術産業協会） 

・レスポンシブル・ビジネス・アライアンス（RBA）行動規範 バージョン7.0（2021年） 

 


